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第２ 会期の決定
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─────────────────

（本臨時会に提出された事件）
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ることについて（三沢市原子力
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に係る介護予防のための効果的
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第11 議案第41号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市指定地

域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条

例の制定について）

第12 議案第42号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市指定居

宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の制定

について）

─────────────────
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午前１０時００分 開会

─────────────────

◎開 会

○議長（小比類巻雅彦君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、去る４月２０日告示招集されま

した令和３年三沢市議会第１回臨時会を開会

します。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第１号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 会議

録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、佐々木卓也議員、加澤

明議員の両氏を指名します。

─────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２ 会期

の決定を行います。

お諮りします。

今臨時会の会期は、本日４月２７日、１日

としたいと思います。これに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、会期は、本日４月２７日、１日と

決定しました。

─────────────────

◎日程第３ 諸報告

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３ 諸報

告は、印刷してお手元に配付したとおりで

す。御了承願います。

─────────────────

◎日程第 ４ 議案第３４号から

日程第１２ 議案第４２号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第４ 議案

第３４号専決処分の承認を求めることについ

て（令和２年度三沢市一般会計補正予算（第

１３号））から日程第１２ 議案第４２号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例の制定について）までの９件を一括上程

します。

提案理由の説明を願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

本日ここに、令和３年三沢市議会第１回臨

時会の開会に当たり、上程されました議案の

主なるものについて、その概要を御説明申し

上げ、御審議の参考にしていただきたいと存

じます。

はじめに、議案第３４号は、専決処分の承

認を求めることについてであります。

令和２年度三沢市一般会計補正予算（第１

３号）の専決要因といたしましては、地方創

生臨時交付金の対象事業費の確定及び各種交

付金の決定等に伴う財源調整が緊要となりま

したので、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき専決処分をしたものであります。

この結果、補正総額は歳入歳出ともに９,

３９８万円の減額補正となり、既定額との累

計では２８６億４,９３５万３,０００円と

なったところであります。

次に、議案第３５号は、令和３年度三沢市

一般会計補正予算（第１号）についてであり

ます。

今回の補正予算は、長引く新型コロナウイ

ルス感染症の影響による市内経済の維持再建

と市民生活の安心のため迅速に対応する必要

があることから、市内飲食業への経済支援及

び独り親世帯への生活支援特別給付金の給付

に要する緊要な一般行政経費の補正であり、

この結果、補正総額は歳入歳出ともに１億

１,７４０万円の増額補正であり、既定額と

の累計では２４５億４,５４０万円となった

ところであります。

次に、議案第３６号三沢市税条例等の一部

を改正する条例の制定についてから議案第４
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２号三沢市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定についてまでの７議案

は、行政運営上必要な条例をそれぞれ地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分いたしましたので、御承認をいただきたく

提案するものであります。

以上、提案いたしました議案につきまして

その概要を御説明申し上げましたが、議事の

進行に伴い、御質問に応じ、本職並びに関係

部長等から詳細に御説明申し上げたいと存じ

ます。

何とぞ慎重審議の上、原案どおり御議決賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） お諮りします。

本日の臨時会に提出されております議案の

審議につきましては、会議規則第３７条第３

項の規定により、委員会付託を省略したいと

思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、委員会付託を省略します。

─────────────────

◎日程第４ 議案第３４号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第４ 議案

第３４号専決処分の承認を求めることについ

て（令和２年度三沢市一般会計補正予算（第

１３号））を議題とします。

当局の説明を願います。

財務部長。

○財務部長（村井拓司君） 議案第３４号専

決処分の承認を求めることについて（令和２

年度三沢市一般会計補正予算（第１３号））

の概要について御説明申し上げます。

予算書の２ページ及び３ページの第１表歳

入歳出予算補正に基づき、主なるものを歳入

から御説明いたします。

２款の地方譲与税につきましては、譲与税

の確定に伴い、総額で１,２２０万２,０００

円を減額しております。

６款の地方消費税交付金につきましては、

交付決定に伴い、２,２８０万７,０００円を

減額しております。

１０款の地方交付税につきましては、特別

交付税の増額など、総額で２億９,２８５万

６,０００円を増額しております。

１４款の国庫支出金につきましては、臨時

道路除雪事業費補助金の計上など、総額で

９,２４９万８,０００円を増額しておりま

す。

１７款の寄附金につきましては、ふるさと

まちづくり寄附金の増額など、総額で３,５

７５万２,０００円を増額しております。

１８款の繰入金につきましては、財政調整

基金への繰戻しにより５億１,５４４万６,０

００円を減額しております。

２２款の法人事業税交付金につきまして

は、交付決定に伴い、２,８３９万１,０００

円を計上しております。

次に、３ページの歳出について御説明いた

します。

歳出につきましては、地方創生臨時交付金

の対象事業費の確定などに伴う補正でありま

す。

２款の総務費につきましては、リモート

ワークシステム構築業務委託料の確定により

３５７万６,０００円を減額しております。

３款の民生費につきましては、出産・子育

て特別定額給付金の確定により４９０万円を

減額しております。

７款の商工費につきましては、経済対策支

援助成金拡充分の確定により２,７２０万円

を減額しております。

８款の土木費につきましては、道路維持費

の除雪業務委託料の確定により４,５０２万

７,０００円を減額しております。

１０款の教育費につきましては、学校情報

機器整備事業の確定により１,３２７万７,０

００円を減額しております。

この結果、補正総額は歳入歳出ともに９,

３９８万円の減額補正で、既定額との累計で

は２８６億４,９３５万３,０００円となって

おります。
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以上が、令和２年度三沢市一般会計補正予

算（第１３号）の概要でございます。

説明は、以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３４号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３４号専決処分の承認を求

めることについて（令和２年度三沢市一般会

計補正予算（第１３号））は、原案のとおり

承認することに決しました。

─────────────────

◎日程第５ 議案第３５号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第５ 議案

第３５号令和３年度三沢市一般会計補正予算

（第１号）を議題とします。

当局の説明を願います。

財務部長。

○財務部長（村井拓司君） 議案第３５号令

和３年度三沢市一般会計補正予算（第１号）

の概要について御説明申し上げます。

予算書の２ページ及び３ページの第１表歳

入歳出予算補正に基づき、歳入から御説明い

たします。

１５款の国庫支出金につきましては、新型

コロナウイルス感染症セーフティネット強化

交付金として４,６００万円を増額しており

ます。

１９款の繰入金につきましては、財政調整

基金繰入金として７,１４０万円を増額して

おります。

次に、３ページの歳出について御説明いた

します。

３款の民生費につきましては、国の支援策

として、児童扶養手当の受給者などを対象に

児童１人当たり一律５万円を給付する、低所

得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

特別給付金（ひとり親世帯分給付金）に要す

る経費として４,６００万円を増額しており

ます。

７款の商工費につきましては、感染症の影

響により売上げが減少している飲食業者に対

し１店舗当たり２０万円を助成する、飲食業

支援助成金に要する経費として７,１４０万

円を増額しております。

この結果、補正総額は歳入歳出ともに１億

１,７４０万円の増額補正となり、既定額と

の累計では２４５億４,５４０万円とするも

のでございます。

以上が、令和３年度三沢市一般会計補正予

算（第１号）の概要でございます。

説明は、以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３５号は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３５号令和３年度三沢市一

般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決と決しました。

─────────────────

◎日程第６ 議案第３６号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第６ 議案
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第３６号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市税条例等の一部を改正する条例の

制定について）を議題とします。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第３６号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て）御説明申し上げます。

この議案は、地方税法等の改正に伴い、三

沢市税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求めるもので

あります。

議案書の５ページから１４ページを御覧い

ただき、主な改正概要を御説明申し上げま

す。

５ページから６ページの第３４条の７は、

寄附金控除について、その対象となる特定公

益増進法人の主たる目的である業務に関連す

る寄附金から、出資に関する業務に充てられ

ることが明らかな寄附金を除外する所要の改

正、及び特定非営利活動法人に対する寄附金

に関する規定を追加するものであります。

次に、７ページの第８１条の４は、軽自動

車税の環境性能割の税率区分について所要の

改正を行うものであります。

次に、９ページの附則第１１条、附則第１

１条の２、附則第１２条及び附則第１３条

は、令和３年度の固定資産税の評価替えに伴

い、土地の負担調整措置を令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税におい

ても継続するとともに、令和３年度に限り、

負担調整措置等により税額が増加する土地に

ついて前年度の税額を据え置くよう所要の改

正を行うものであります。

次に、１１ページの附則第２６条は、住宅

借入金等特別税額控除について、適用期限を

令和１７年度分の個人市民税まで延長する等

の措置を講ずる規定の整理を行うものであり

ます。

１２ページからの附則につきましては、運

用規定でありますので、説明は省略させてい

ただきます。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３６号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３６号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市税条例等の一部を

改正する条例の制定について）は、原案のと

おり承認することに決しました。

─────────────────

◎日程第７ 議案第３７号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第７ 議案

第３７号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市原子力発電施設等立地地域におけ

る固定資産税の特別措置に関する条例の一部

を改正する条例の制定について）を議題とし

ます。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第３７号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

原子力発電施設等立地地域における固定資産

税の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について）御説明申し上げます。

この議案は、原子力発電施設等立地地域の

振興に関する特別措置法に係る省令の改正に

伴い、三沢市原子力発電施設等立地地域にお

ける固定資産税の特別措置に関する条例の一
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部を改正する条例の制定について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分い

たしましたので、同条第３項の規定により報

告し、承認を求めるものであります。

議案書の１７ページを御覧いただきたいと

思います。

第２条につきまして、不均一課税の適用期

限を２年延長し、令和５年３月３１日とする

ものであります。

附則につきましては、施行日を令和３年４

月１日とするものであります。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３７号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３７号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市原子力発電施設等

立地地域における固定資産税の特別措置に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て）は、原案のとおり承認することに決しま

した。

─────────────────

◎日程第８ 議案第３８号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第８ 議案

第３８号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市承認地域経済牽引事業のために設

置される施設に係る固定資産税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて）を議題とします。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第３８号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

承認地域経済牽引事業のために設置される施

設に係る固定資産税の特別措置に関する条例

の一部を改正する条例の制定について）御説

明申し上げます。

この議案は、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

係る省令の改正に伴い、三沢市承認地域経済

牽引事業のために設置される施設に係る固定

資産税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により専決処分いたしまし

たので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものであります。

議案書の２１ページを御覧いただきたいと

思います。

第２条につきまして、課税免除の適用期限

を２年延長し、令和５年３月３１日までとす

るものであります。

附則につきましては、附則第１条は、施行

日を令和３年４月１日と規定しております。

また、附則第２条は、平成３０年４月１日か

ら令和３年３月３１日までに固定資産税の課

税免除の対象となった固定資産について、令

和３年４月１日以降も適用する旨の経過措置

を規定しております。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３８号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３８号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市承認地域経済牽引

事業のために設置される施設に係る固定資産

税の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について）は、原案のとおり承認

することに決しました。

─────────────────

◎日程第９ 議案第３９号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第９ 議案

第３９号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について）を議題とします。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第３９号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定につい

て）御説明申し上げます。

この議案は、国の基準改正に伴い、三沢市

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定につい

て、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分いたしましたので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求めるものであり

ます。

議案書の２５ページから３３ページを御覧

いただき、主な改正概要を御説明申し上げま

す。

２７ページの第２０条の改正は、指定介護

予防支援等の事業者の運営規定に、虐待の防

止のための措置に関する事項を定めるもので

あります。

次に、２１条の改正は、同事業者に対しハ

ラスメント対策に必要な措置を講ずるよう義

務づけるものであります。

次に、第２１条の２につきましては、同事

業者に対し感染症や災害が発生した場合で

あっても必要な介護サービスを継続的に実施

するための計画の策定等を義務づけるもので

あります。

次に、第２３条の２につきましては、同事

業者に感染症の発生及び蔓延の防止に関する

取組として、委員会の開催、指針の整備、研

修・訓練の実施を義務づけるものでありま

す。

２９ページの第３３条の改正は、同事業者

が会議等においてテレビ電話装置等を活用し

て行うことができるよう定めるものでありま

す。

３２ページからの附則につきましては、運

用規定でありますので、説明は省略させてい

ただきます。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第３９号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第３９号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について）は、原案のとお
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り承認することに決しました。

─────────────────

◎日程第１０ 議案第４０号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１０ 議

案第４０号専決処分の承認を求めることにつ

いて（三沢市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について）

を議題とします。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第４０号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について）御説明申し上

げます。

この議案は、国の基準改正に伴い、三沢市

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものであります。

議案書の３７ページから６５ページを御覧

いただき、主な改正概要を御説明申し上げま

す。

３８ページの第３１条の改正は、指定地域

密着型サービス事業者の運営規定に、虐待の

防止のための措置に関する事項を定めるもの

であります。

次に、第３２条の改正は、同事業者に対し

ハラスメント対策の強化のための方針を明確

化することを義務づけるものであります。

次に、第３２条の２につきましては、同事

業者に対し感染症や災害が発生した場合で

あっても必要な介護サービスを継続的に実施

するための計画の策定を義務づけるものであ

ります。

３９ページの第３３条につきましては、同

事業者に感染症の発生及び蔓延の防止に関す

る取組として、委員会の開催、指針の整備、

研修・訓練の実施を義務づけるものでありま

す。

次に、第３９条の改正は、同事業者の会議

等においてテレビ電話装置等を活用して行う

ことができるよう規定するものであります。

４０ページの第４７条からの改正につきま

しては、指定地域密着型サービスの種類別事

業者に対し、それぞれ人材の有効活用や処遇

改善等の観点から、管理者、介護職員、オペ

レーター等の人員配置基準、設備及び運営に

ついて所要の改正をしたものであります。

６２ページからの附則につきましては、運

用規定でありますので、説明は省略させてい

ただきます。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第４０号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第４０号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について）は、原案のとおり承認するこ

とに決しました。

─────────────────

◎日程第１１ 議案第４１号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１１ 議

案第４１号専決処分の承認を求めることにつ

いて（三沢市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
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域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定につい

て）を議題とします。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第４１号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について）御説明申

し上げます。

この議案は、国の基準改正に伴い、三沢市

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分い

たしましたので、同条第３項の規定により報

告し、承認を求めるものであります。

議案書の６９ページから７９ページを御覧

いただき、主な改正概要を御説明申し上げま

す。

７０ページの第２７条の改正は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者の運営規定

に虐待の防止のための措置に関する事項を定

めるものであります。

次に、第２８条の改正は、同事業者に対し

ハラスメント対策に必要な措置を講ずるよう

義務づけるものであります。

７１ページの第２８条の２につきまして

は、同事業者に対し感染症や非常災害の発生

時においても必要なサービスを実施するため

の業務継続計画の策定等を義務づけるもので

あります。

次に、第３１条の改正は、同事業者に感染

症の発生及び蔓延の防止に関する取組とし

て、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練

の実施を義務づけるものであります。

７２ページの第３９条の改正は、会議等に

おいてテレビ電話装置等を活用して行うこと

ができる規定をするものであります。

７８ページからの附則につきましては、運

用規定でありますので、説明は省略させてい

ただきます。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第４１号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第４１号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について）は、原案のとおり承認する

ことに決しました。

─────────────────

◎日程第１２ 議案第４２号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１２ 議

案第４２号専決処分の承認を求めることにつ

いて（三沢市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例の制定について）を議題と

します。

当局の説明を願います。

総務部長。

○総務部長（山﨑 徹君） 議案第４２号専

決処分の承認を求めることについて（三沢市
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例の制定について）御説明申し上げます。

この議案は、国の基準改正に伴い、三沢市

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例の制定について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分いたしましたの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を

求めるものであります。

議案書の８３ページから８９ページを御覧

いただき、主な改正概要を御説明申し上げま

す。

８４ページの第６条の改正は、利用者の意

向や状態に合ったサービスの提供につながる

ようケアプランを事業所単位で抽出し、点

検・検証できる仕組みを導入するものであり

ます。

次に、８５ページの第２０条及び第２１条

の改正は、指定居宅介護支援事業者の運営規

定に虐待の防止やハラスメントに必要な対策

を講じるよう義務づけるものであります。

８６ページの第２１条の２につきまして

は、同事業者に対し感染症や非常災害の発生

時においても必要なサービスを実施するため

の業務継続計画の策定等を義務づけるもので

あります。

次に、第２３条の２につきましては、同事

業者に感染症の発生及び蔓延の防止に関する

取組として、委員会の開催、指針の整備、研

修・訓練の実施を義務づけるものでありま

す。

８８ページからの附則につきましては、運

用規定でありますので、説明は省略させてい

ただきます。

よろしくお願い申し上げます。

○議長（小比類巻雅彦君） それでは、質疑

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。

次に、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、討論を終結します。

これより、採決します。

議案第４２号は、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第４２号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定につい

て）は、原案のとおり承認することに決しま

した。

─────────────────

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本臨時

会に付議された事件は、全て議了しました。

─────────────────

◎市長挨拶

○議長（小比類巻雅彦君） ここで、市長よ

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） 令和３年三沢市議

会第１回臨時会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶を申し上げます。

本日の臨時会におきましては、令和３年度

三沢市一般会計補正予算など全９議案につき

まして慎重なる御審議を賜り、それぞれ原案

どおり御議決を賜り、衷心より感謝を申し上

げます。

御議決を賜りました各議案の執行に当たり

ましては、最善の効果を収めるよう努力を傾

注してまいります。

最後になりますが、長期化しております新

型コロナウイルス感染症につきましては、当

市においてもワクチン接種を高齢者施設の入

所者等から開始しているところであります。

今後も希望する市民の皆様がなるべく早期に

安心して接種できるような態勢を整備してい

くとともに、引き続き感染防止対策に万全を
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期してまいる所存でありますので、何とぞ一

層の御支援、御協力をお願い申し上げまし

て、閉会の挨拶とさせていただきます。大変

ありがとうございました。

─────────────────

○議長（小比類巻雅彦君） これをもちまし

て、令和３年三沢市議会第１回臨時会を閉会

します。

お疲れさまでした。

午前１０時４５分 閉会
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